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競争的研究費制度について

（参考）科学技術・イノベーション基本計画における競争的研究費の定義
「大学、国立研究開発法人等において、省庁等の公募により競争的に獲得される経費のうち、研究にかかるもの（競争的資金として整理されたものを含む。）」

○ 科学技術・イノベーション基本計画 （令和３年３月26日閣議決定）に基づき、研究者の研究改善に向けて、研究代表者の
人件費および研究以外の業務代行経費の直接経費による支出を可能とすることや、研究者の事務負担軽減に関する取り組み
など、政府として競争的研究経費の一体的な見直しを推進。

○ 「研究力強化・若手研究者支援総合パッケージ」（令和２年１月23日総合科学技術・イノベーション会議）内で示された、
研究成果の切れ目ない創出に向け、研究者の多様かつ継続的な挑戦を支援する「競争的研究費の一体的見直し」や若手研究
者を中心として、自由な発想による挑戦的研究を支援する仕組みの創設などに対応する申し合わせを策定し関連省庁に共有
し、内閣府HP上で公開。

 競争的研究費においてプロジェクトの実施のために雇用される若手研究者の
自発的な研究活動
若手研究者の育成・活躍機会の創出及びキャリアパスの形成（海外や所属するセク
ター外での活動を含む。）のため、各競争的研究費制度の目的等に人材育成が含まれる
旨を明記。これにより、若手研究者の研究能力を高め、競争的研究費において雇用され
つつ独立した自由な研究環境の下での活躍を推進する申合せ

 競争的研究費の直接経費から研究代表者（PI）の人件費の支出について
研究機関において適切に執行される体制の構築を前提として、研究活動に従事する
エフォートに応じ、研究代表者（PI）本人の希望により、直接経費から人件費を
支出することを可能とする申合せ

 競争的研究費の直接経費から研究以外の業務の代行に係る経費を支出可能と
する見直し（バイアウト制度の導入）について
競争的研究費の直接経費の使途を拡大し、研究代表者（PI）本人の希望により
研究機関と合意をすることで、その者が担っている業務のうち研究以外の業務（講義等
の教育活動等やそれに付随する事務等。）の代行に係る経費の支出を可能とする制度
（バイアウト制度）の導入について申合せ

 男女共同参画や人材育成の視点に立った競争的研究費制度の整備に係る共通
指針について
競争的研究費の各制度においても女性研究者の活躍促進や将来、科学技術を担う人材
の裾野の拡大に向けた取組等に配慮することとし、具体的には、男女共同参画や性差の
視点を踏まえた研究の促進や男女の研究者が共に働き続けやすい研究環境の整備の推進、
次代を担う理工系分野の人材育成の促進の具体的項目について申合せ

等

主な取組
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